
協 会 規 程 第 １ ５ 号  

公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程  

 

  第 １ 章  総 則  

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 規 程 は 、公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会（ 以 下「 協

会 」 と い う 。 ） が 、 向 日 市 （ 以 下 「 市 」 と い う 。 ） と 密 接 な 連 携 を

図 り つ つ 事 業 活 動 を 推 進 し て い る こ と か ら 、向 日 市 情 報 公 開 条 例（ 平

成 １ １ 年 向 日 市 条 例 第 １ ０ 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 趣 旨 に の

っ と り 、 情 報 の 公 開 に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、 協 会 の

活 動 に 対 す る 市 民 の 理 解 と 信 頼 を 深 め る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 規 程 に お い て「 情 報 」と は 、協 会 の 職 員 が 職 務 上 作 成 し 、

 又 は 取 得 し た 文 書 、図 画 、写 真 、フ ィ ル ム（ 以 下「 文 書 等 」と い う 。）

 及 び 電 子 計 算 機 処 理 に 使 用 さ れ る 磁 気 テ ー プ 、 磁 気 デ ィ ス ク そ の 他

 こ れ ら に 類 す る も の （ 以 下 「 磁 気 テ ー プ 等 」 と い う 。 ） で あ っ て 、

 協 会 の 理 事 長 （ 以 下 「 理 事 長 」 と い う 。 ） が 現 に 管 理 し て い る も の

 を い う 。  

２  こ の 規 程 に お い て 「 情 報 の 公 開 」 と は 、 協 会 が こ の 規 程 の 定 め る

 と こ ろ に よ り 、 情 報 を 閲 覧 に 供 し 、 又 は そ の 写 し を 交 付 す る こ と を

 い う 。  

 （ 理 事 長 の 責 務 ）  

第 ３ 条  理 事 長 は 、 こ の 規 程 の 解 釈 及 び 運 用 に 当 た っ て は 、 情 報 の 公

 開 の 申 出 を す る 市 民 の 要 望 を 十 分 尊 重 す る と と も に 、 公 開 し な い こ

 と が 正 当 で あ る と 認 め ら れ る 個 人 に 関 す る 情 報 の 保 護 に つ い て は 、

 最 大 限 の 配 慮 を し な け れ ば な ら な い 。  

２  理 事 長 は 、 情 報 の 適 切 な 管 理 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

３  理 事 長 は 、 情 報 の 公 開 と 併 せ て 市 民 が 必 要 と す る 情 報 を 積 極 的 に

 提 供 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 利 用 者 の 責 務 ）  

第 ４ 条  こ の 規 程 の 定 め る と こ ろ に よ り 情 報 の 公 開 を 受 け た 者 は 、 当

 該 情 報 を こ の 規 程 の 目 的 に 則 し 適 正 に 使 用 し な け れ ば な ら な い 。  

  第 ２ 章  情 報 の 公 開  

 （ 申 出 者 ）  

第 ５ 条  何 人 も 、 理 事 長 に 対 し 、 理 事 長 が 管 理 す る 情 報 の 公 開 を 申 出

 す る こ と が で き る 。  

 （ 公 開 し な い こ と が で き る 情 報 ）  

第 ６ 条  理 事 長 は 、 公 開 の 申 出 に 係 る 情 報 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該

 当 す る と き は 、 当 該 情 報 を 公 開 し な い こ と が で き る 。  

 (1 )  個 人 に 関 す る 情 報 （ 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 を



  除 く 。 ） で 、 特 定 の 個 人 が 識 別 さ れ 、 又 は 識 別 さ れ 得 る も の 。 た

  だ し 、 次 に 掲 げ る 情 報 を 除 く 。  

  ア  法 令 又 は 他 の 規 程（ 以 下「 法 令 等 」と い う 。）の 規 定 に よ り 、

   又 は 慣 行 と し て 公 に さ れ 、 何 人 で も 閲 覧 す る こ と が で き る 情 報  

  イ  公 表 す る こ と を 目 的 と し て 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 情 報  

  ウ  法 令 等 の 規 定 に 基 づ く 許 可 、 免 許 、 届 出 等 の 際 に 理 事 長 が 作

   成 し 、 又 は 取 得 し た 情 報 で 、 公 開 す る こ と が 公 益 上 必 要 で あ る

   と 認 め ら れ る も の  

 (2) 法 人 そ の 他 の 団 体（ 国 及 び 地 方 公 共 団 体 を 除 く 。以 下「 法 人 等 」

  と い う 。 ） に 関 す る 情 報 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に 関 す る

  情 報 で あ っ て 、 公 開 す る こ と に よ り 当 該 法 人 等 又 は 当 該 個 人 の 事

  業 活 動 に 明 ら か に 不 利 益 を 与 え る と 認 め ら れ る も の 。 た だ し 、 次

  に 掲 げ る 情 報 を 除 く 。  

  ア  法 人 等 又 は 個 人 の 事 業 活 動 に よ っ て 生 じ て い る 、 又 は 生 じ る

   お そ れ が あ る 危 害 か ら 人 の 生 命 、 身 体 及 び 健 康 を 保 護 す る た め

   に 、 公 開 す る こ と が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 情 報  

  イ  法 人 等 又 は 個 人 の 違 法 若 し く は 不 当 な 事 業 活 動 に よ っ て 生 じ

   て い る 、 又 は 生 じ る お そ れ が あ る 支 障 か ら 市 民 の 生 活 を 保 護 す

   る た め に 、 公 開 す る こ と が 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 情 報  

  ウ  ア 又 は イ に 掲 げ る 情 報 に 準 じ る 情 報 で あ っ て 、 公 開 す る こ と

   が 公 益 上 必 要 で あ る と 認 め ら れ る 情 報  

 (3 )  理 事 長 が 行 う 検 査 、 交 渉 、 入 札 、 試 験 、 人 事 、 争 訟 そ の 他 事 務

  事 業 に 関 す る 情 報 で あ っ て 、 公 開 す る こ と に よ り 当 該 事 務 事 業 の

  公 正 か つ 適 切 な 執 行 を 著 し く 妨 げ る お そ れ の あ る も の  

 (4) 理 事 長 と 国 、市 、他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 の 公 共 団 体（ 以 下「 国

  等 」 と い う 。 ） と の 関 係 に お け る 協 力 、 協 議 、 依 頼 等 に 基 づ い て

  作 成 し 、 又 は 取 得 し た 情 報 で 、 公 開 す る こ と に よ り 、 国 等 と の 協

  力 関 係 又 は 信 頼 関 係 を 著 し く 損 な う お そ れ の あ る も の  

 (5) 協 会 の 会 議 に 係 る 情 報 で あ っ て 、公 開 す る こ と に よ り 協 会 の 公  

   正 か つ 円 滑 な 運 営 が 著 し く 損 な わ れ る お そ れ の あ る も の  

 (6 )  協 会 内 部 若 し く は 理 事 長 と 国 等 と の 間 に お け る 審 議 、 協 議 、 検

  討 、 調 査 、 研 究 等 の 意 思 形 成 過 程 に お け る 情 報 で あ っ て 、 公 開 す

  る こ と に よ り 公 正 か つ 適 正 な 意 思 形 成 に 著 し い 支 障 が 生 じ る お そ

  れ の あ る も の  

 (7 )  公 開 す る こ と に よ り 、 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 産 の 保 護 、 犯 罪 の

  予 防 、 犯 罪 の 捜 査 そ の 他 市 民 生 活 の 安 全 と 秩 序 の 維 持 に 支 障 が 生

  じ る お そ れ が あ る 情 報  

 (8 )  法 令 等 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 公 開 す る こ と が で き な い と さ れ

  て い る 情 報  

 



 （ 期 間 経 過 後 の 情 報 の 公 開 ）  

第 ７ 条  理 事 長 は 、 前 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 情 報 で あ っ て も 、

 期 間 の 経 過 に よ り 、同 条 各 号 の い ず れ に も 該 当 し な く な っ た と き は 、

 情 報 の 公 開 の 申 出 に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  

 （ 公 開 の 申 出 方 法 ）  

第 ８ 条  情 報 の 公 開 の 申 出 （ 以 下 「 公 開 申 出 」 と い う 。 ） を し よ う と

 す る も の は 、 理 事 長 に 対 し て 、 情 報 公 開 申 出 書 （ 様 式 第 １ 号 ） を 提

 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  理 事 長 は 、情 報 公 開 申 出 書 に 形 式 上 の 不 備 が あ る と 認 め る と き は 、

 公 開 申 出 を し た も の （ 以 下 「 申 出 者 」 と い う 。 ） に 対 し 、 相 当 の 期

 間 を 定 め て 、 そ の 補 正 を 求 め る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、

 理 事 長 は 、 公 開 申 出 者 に 対 し 、 補 正 の 参 考 と な る 情 報 を 提 供 す る よ

 う 努 め る も の と す る 。   

 （ 申 出 に 対 す る 回 答 等 ）  

第 ９ 条  理 事 長 は 、 前 条 に 規 定 す る 申 出 書 の 提 出 が あ っ た と き は 、 当

 該 申 出 書 を 受 け 付 け た 日 か ら 起 算 し て １ ４ 日 以 内 に 、 情 報 の 公 開 の

 可 否 に つ い て の 回 答 を し な け れ ば な ら な い 。  

２  理 事 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 回 答 を 行 っ た と き は 、 前 条 の 公 開 申

 出 者 に 対 し 、 当 該 回 答 の 内 容 を 速 や か に 情 報 公 開 通 知 書 （ 様 式 第 ２

 号 ） 又 は 情 報 部 分 公 開 通 知 書 （ 様 式 第 ３ 号 ） に よ り 通 知 し な け れ ば

 な ら な い 。  

３  理 事 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ り 情 報 の 全 部 を 公 開 し な い 旨 の 決 定

 を し た と き は 、 申 出 者 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 情

 報 非 公 開 通 知 書 （ 様 式 第 ４ 号 ） に よ り 通 知 し な け れ ば な ら な い 。 こ

 の 場 合 に お い て 、 理 事 長 は 、 一 定 の 期 間 の 経 過 に よ り 当 該 情 報 の 全

 部 又 は 一 部 を 公 開 で き る こ と が 明 ら か で あ る と き は 、 そ の 旨 及 び 公

 開 で き る 時 期 を 併 せ て 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

４  理 事 長 は 、 や む を 得 な い 理 由 に よ り 第 １ 項 の 期 間 内 に 同 項 の 決 定

 を す る こ と が で き な い と き は 、 当 該 期 間 を そ の 満 了 す る 日 の 翌 日 か

 ら 起 算 し て ３ ０ 日 を 限 度 と し て 延 長 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に

 お い て 、 理 事 長 は 、 申 出 者 に 対 し 、 遅 滞 な く 、 延 長 後 の 期 間 及 び 延

 長 の 理 由 を 情 報 公 開 回 答 期 間 延 長 通 知 書 （ 様 式 第 ５ 号 ） に よ り 通 知

 し な け れ ば な ら な い 。  

５  理 事 長 は 、 第 １ 項 の 申 出 に 係 る 情 報 に 第 三 者 に 関 す る 情 報 が 記 録

 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 同 項 の

 規 定 に よ る 回 答 を す る 前 に 、 必 要 に 応 じ て 当 該 第 三 者 の 意 見 を 聴 く

 こ と が で き る 。  

 （ 公 開 の 実 施 ）  

第 １ ０ 条  理 事 長 は 、前 条 第 1項 の 規 定 に よ り 情 報 の 公 開 を す る 旨 の  

決 定（ 次 条 の 規 定 に よ る 情 報 の 公 開 の 決 定 を 含 む 。）を し た と き は 、



遅 滞 な く 、 申 出 者 に 対 し 、 当 該 決 定 に 係 る 情 報 の 公 開 を し な け れ ば

な ら な い 。  

２  理 事 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 情 報 の 公 開 を す る 場 合 に お い て 、 当

 該 情 報 を 閲 覧 に 供 す る こ と に よ り そ の 保 存 に 支 障 が 生 じ る と 認 め る

 と き 、 次 条 の 規 定 に よ る 部 分 公 開 を す る と き そ の 他 必 要 が あ る と 認

 め る と き は 、 当 該 情 報 の 閲 覧 に 代 え て 、 そ の 写 し を 閲 覧 に 供 す る こ

 と が で き る 。  

３  情 報 の 公 開 の 方 法 は 、 次 の 各 号 の 情 報 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に

 定 め る と お り と す る 。  

 (1) 文 書 等  文 書 等 の 閲 覧 又 は 写 し の 交 付  

 (2 )  磁 気 テ ー プ 等  磁 気 テ ー プ 等 か ら 現 に 使 用 し て い る プ ロ グ ラ ム

  に よ り 印 字 装 置 を 用 い て 出 力 し た も の の 閲 覧 又 は 写 し の 交 付  

 （ 部 分 公 開 ）  

第 １ １ 条  理 事 長 は 、 公 開 の 申 出 に 係 る 情 報 に 第 ６ 条 各 号 の い ず れ か

 に 該 当 す る 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 が あ る 場 合 に お い て 、 当 該 部

 分 と そ れ 以 外 の 部 分 と が 容 易 に 、 か つ 、 公 開 の 申 出 の 趣 旨 を 損 な わ

 な い 程 度 に 分 離 で き る と き は 、 当 該 情 報 に 係 る 部 分 を 除 い て 、 情 報

 の 公 開 を し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 費 用 の 負 担 ）  

第 １ ２ 条  こ の 規 程 の 規 定 に よ る 情 報 の 公 開 に つ い て は 、 手 数 料 を 徴

 収 し な い 。  

２  第 ９ 条 第 1項 又 は 前 条 の 規 定 に よ り 情 報 の 写 し の 交 付 を 受 け る も

 の は 、 当 該 写 し の 作 成 及 び 送 付 に 要 す る 費 用 を 負 担 し な け れ ば な ら

 な い 。  

３  前 項 に 規 定 す る 費 用 負 担 の 額 等 に つ い て は 、 向 日 市 情 報 公 開 条 例

 施 行 規 則（ 平 成 １ ２ 年 向 日 市 規 則 第 ４ 号 ）第 ７ 条 の 規 定 を 準 用 す る 。  

 （ 異 議 の 申 出 ）  

第 １ ３ 条  第 ９ 条 第 １ 項 の 回 答 に 異 議 が あ る 申 出 者 は 、 当 該 回 答 を 知

 っ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 に 、 理 事 長 に 対 し て 異 議 申 出

 書 （ 様 式 第 ６ 号 ） に よ り 異 議 を 申 し 出 る こ と が で き る 。  

２  理 事 長 は 、 前 項 の 異 議 の 申 出 が あ っ た と き は 、 当 該 異 議 の 申 出 に

 係 る 情 報 の 公 開 の 可 否 に つ い て 、市 に 意 見 を 聴 か な け れ ば な ら な い 。 

３  理 事 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 意 見 を 聴 い た と き は 、こ れ を 尊 重 し 、

 速 や か に 当 該 異 議 の 申 出 に 対 し て 異 議 申 出 回 答 書 （ 様 式 第 ７ 号 ） に

 よ り 回 答 し な け れ ば な ら な い 。  

  第 ３ 章  雑 則  

 （ 他 の 制 度 と の 調 整 ）  

第 １ ４ 条  こ の 規 程 は 、 法 令 等 の 規 定 に よ り 情 報 が 記 録 さ れ て い る 情

 報 の 閲 覧 若 し く は 縦 覧 又 は 写 し の 交 付 の 手 続 が 定 め ら れ て い る 場 合

 は 、 適 用 し な い 。  



２  こ の 規 程 は 、 市 民 の 利 用 に 供 す る こ と を 目 的 と し て 管 理 さ れ て い

 る 文 書 等 に つ い て は 、 適 用 し な い 。  

 （ 文 書 等 の 目 録 ）  

第 １ ５ 条  理 事 長 は 、 文 書 等 の 目 録 を 作 成 し 、 一 般 の 利 用 に 供 す る も

 の と す る 。   

 （ 実 施 状 況 の 公 表 ）  

第 １ ６ 条  理 事 長 は 、毎 年 1回 、情 報 の 公 開 に 関 す る 制 度 の 運 用 状 況 を

取 り ま と め て 、 情 報 公 開 運 用 状 況 表 （ 様 式 第 ８ 号 ） に よ り 公 表 す る

も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ７ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 規 程 の 施 行 に 関 し 必 要

 な 事 項 は 、 理 事 長 が 定 め る 。  

  附 則（平成１５年５月１９日規程第１号） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成１５年６月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この規程は、この規程の施行の日以後に作成され、又は取得する対象文書について適

 用する。 

 （施行日前の情報の任意的公開） 

３ 理事長は、前項の規定を除く施行日前に作成し、又は取得した情 報について、公開

 の申出があったときは、この規程の目的を尊重し、これに応ずるよう努めるものとする。 

４ 第１２条の規定は、前項の規定により情報を公開する場合について準用する。 

  附 則（平成２３年２月８日規程第１６号） 

 （施行期日) 

 この規程は、平成２３年３月１日から施行する。 

   附 則（平成２５年３月２６日規程第15号） 

 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１８年法

律第５０号以下「整備法」という。）第１０６条第１項に定める公益法人の設立の登記の

日から施行する。 



 様 式 第 １ 号  

情 報 公 開 申 出 書  

 

年   月   日  

 公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 様  

 

               郵 便 番 号  

               住   所  

               氏   名  

               電 話 番 号  

              （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、 主 た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 、  

名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）  

 

 公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 ８ 条 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 情 報 の 公 開 を 申 し 出 ま す 。  
 

知 り た い 情 報 の 内 容  （ 情 報 を 特 定 で き る よ う 具 体 的 に 記 入 し て く だ さ い 。 ）   

申 出 の 理 由 又 は 利 用 目 的   

公 開 の 方 法  （ 希 望 す る 方 法 の 番 号 を ○ で 囲 ん で く だ さ い 。 ）  

 

１  閲 覧  

 

２  写 し の 交 付  

処 理 欄     年   月   日 受 付  

 



 様 式 第 ２ 号  

情 報 公 開 通 知 書  

 

年   月   日  

 

            様  

 

                         公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 

 

         年   月   日 付 け で 申 出 の あ っ た 情 報 の 公 開 に つ い て は 、

次 の と お り 公 開 す る こ と と し ま し た の で 、 公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー

ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  
 

申 出 に 係 る 情 報 の 内 容    

公 開 の 方 法  １  閲 覧     ２  写 し の 交 付  

公 開 の 日 時    年   月   日 (  )  時   分  

公 開 の 場 所   

費 用  １  写 し の 作 成 （   枚    円 ）  

 

２  送 付 （ 郵 送 料   円 相 当 の 現 金  

 又 は 郵 便 切 手 ）  

備 考   

 

 （ 注 ）  １  情 報 の 公 開 を 受 け る 際 に は 、 こ の 通 知 書 を 係 員 に 提 示

      し て く だ さ い 。  

     ２  指 定 さ れ た 日 時 が 都 合 の 悪 い 場 合 は 、 あ ら か じ め 公 益

財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 理 事 長 へ 連 絡 し て く だ

さ い 。  

     ３  写 し の 送 付 を 希 望 す る 方 は 、 写 し の 作 成 費 用 に つ い て

      は 現 金 又 は 定 額 小 為 替 証 書 を 、 送 付 に つ い て は 相 当 す る

      額 の 現 金 又 は 郵 便 切 手 を 送 付 し て く だ さ い 。  



 様 式 第 ３ 号  

情 報 部 分 公 開 通 知 書  

年   月   日  

            様  

 

                          公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 

 

         年   月   日 付 け で 申 出 の あ っ た 情 報 の 公 開 に つ い て は 、

次 の と お り そ の 一 部 を 除 い て 公 開 す る こ と と し ま し た の で 、 公 益 財 団

法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り

通 知 し ま す 。  

 な お 、 こ の 決 定 に 異 議 の あ る 場 合 に は 、 こ の 通 知 書 を 受 け 取 っ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 に 、 公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化

協 会 理 事 長 に 対 し て 異 議 申 出 を す る こ と が で き ま す 。  
 

申 出 に 係 る 情 報 の 内 容    

公 開 の 方 法  １  閲 覧     ２  写 し の 交 付  

公 開 の 日 時    年   月   日 (  )  時   分  

公 開 の 場 所   

公 開 し な い 部 分   

公 開 し な い 理 由  （ 公益財 団法人 向日市 スポー ツ文化 協会 情報 公開規 程第６ 条第   号に 該当）  

公 開 し な い 部 分 の 情 報 を  

公 開 す る こ と が で き る 時  

期  

    年   月   日 以 降  

費 用  １  写 し の 作 成 （   枚    円 ）  

２  送 付 （ 郵 送 料   円 相 当 の 現 金  

 又 は 郵 便 切 手 ）  

 



 （ 注 ）  １  情 報 の 公 開 を 受 け る 際 に は 、 こ の 通 知 書 を 係 員 に 提 示

      し て く だ さ い 。  

     ２  指 定 さ れ た 日 時 が 都 合 の 悪 い 場 合 は 、 あ ら か じ め 公 益

財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 理 事 長 へ 連 絡 し て く だ

さ い 。  

     ３  「 公 開 し な い 部 分 の 情 報 を 公 開 す る こ と が で き る 時 期 」

      の 欄 に は 、 一 定 の 期 間 の 経 過 に よ り 公 開 で き る こ と が 明

      ら か で あ る も の に つ い て だ け そ の 期 日 を 記 入 し て い ま す

      の で 、 そ の 時 点 で 公 開 を 希 望 さ れ る 場 合 は 、 そ の 日 以 後

      改 め て 申 出 し て く だ さ い 。  

     ４  写 し の 送 付 を 希 望 す る 方 は 、 写 し の 作 成 費 用 に つ い て

      は 現 金 又 は 定 額 小 為 替 証 書 を 、 送 付 に つ い て は 相 当 す る

      額 の 現 金 又 は 郵 便 切 手 を 送 付 し て く だ さ い 。  



 様 式 第 ４ 号  

情 報 非 公 開 通 知 書  

 

年   月   日  

 

            様  

 

                             公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 

 

         年   月   日 付 け で 申 出 の あ っ た 情 報 の 公 開 に つ い て は 、

次 の と お り 公 開 を し な い こ と と し ま し た の で 、 公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス

ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 ９ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。  

 な お 、 こ の 決 定 に 異 議 の あ る 場 合 に は 、 こ の 通 知 書 を 受 け 取 っ た 日

の 翌 日 か ら 起 算 し て ６ ０ 日 以 内 に 、 公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化

協 会 理 事 長 に 対 し て 異 議 申 出 を す る こ と が で き ま す 。  
 

申 出 に 係 る 情 報 の 内 容    

公 開 し な い 理 由  （ 公益財 団法人 向日市 スポー ツ文化 協会 情報 公開規 程第６ 条第   号に 該当）  

公 開 す る こ と が で き る  

時 期  

    年   月   日 以 降  

備 考   

 

 （ 注 ）  「 公 開 す る こ と が で き る 時 期 」 の 欄 に は 、 一 定 の 期 間 の 経

    過 に よ り 公 開 で き る こ と が 明 ら か で あ る も の に つ い て だ け そ

    の 期 日 を 記 入 し て い ま す の で 、 そ の 時 点 で 公 開 を 希 望 さ れ る

    場 合 は 、 そ の 日 以 後 改 め て 申 出 し て く だ さ い 。  



 様 式 第 ５ 号  

情 報 公 開 回 答 期 間 延 長 通 知 書  

 

年   月   日  

 

            様  

 

                             公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 

 

         年   月   日 付 け で 申 出 の あ っ た 情 報 の 公 開 に つ い て は 、

公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 ９ 条 第 ４ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 回 答 期 間 を 延 長 し た の で 通 知 し ま す 。  
 

申 出 に 係 る 情 報 の 内 容    

公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ

ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規

程 第 ９ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 回 答 期 間  

        年   月   日 か ら  

    年   月   日 ま で  

延 長 後 の 回 答 期 間      年   月   日 か ら  

    年   月   日 ま で  

延 長 の 理 由   

 



 様 式 第 ６ 号  

異 議 申 出 書  

 

年   月   日  

 公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 様  

 

               郵 便 番 号  

               住   所  

               氏   名  

               電 話 番 号  

              （ 法 人 そ の 他 の 団 体 に あ っ て は 、 主 た る 事 務 所 又 は 事 業 所 の 所 在 地 、  

名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 ）  

 

         年   月   日 付 け で 通 知 が あ っ た 回 答 に つ い て は 、公 益 財

団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 異 議 の 申 出 を し ま す 。  
 

知 り た い 情 報 の 内 容    

回 答 内 容   

当 該 回 答 が あ っ た こ と を  

知 っ た 日  

          年   月   日  

異 議 申 出 の 趣 旨 及 び 理 由   

 



 様 式 第 ７ 号  

異 議 申 出 回 答 書  

 

年   月   日  

 

            様  

 

                             公益財団法人向日市スポーツ文化協会理事長 

 

         年   月   日 付 け で 提 出 の あ っ た 異 議 申 出 書 に つ い て は 、

公 益 財 団 法 人 向 日 市 ス ポ ー ツ 文 化 協 会 情 報 公 開 規 程 第 １ ３ 条 第 ３ 項 の

規 定 に よ り 、 次 の と お り 回 答 し ま す 。  
 

異 議 申 出 に 係 る 情 報 の  

内 容  

  

回 答   

備 考   

 



 様 式 第 ８ 号  

公益財団法人向日市スポーツ文化協会情報公開運用状況表 

 

１  情 報 公 開 申 出 件 数                   件 （         人 ）   

２  公 開 申 出 に 対 す る 処  

 理 状 況  

 全 部 公 開           件  

 一 部 公 開           件  

 非 公 開          件  

 合   計           件  

３  実 施 の 方 法   閲 覧 の み     件  

 閲 覧 及 び 写 し の 交 付           件  

 写 し の 交 付 の み          件  

 視 聴 等          件  

４  異 議 申 出 の 処 理 状 況   申 件 数 出           件  

 却   下                件  

 全 部 認 容                  件  

 一 部 認 容                     件  

 棄   却                     件  

 審 理 中          件  

 取 下 げ                    件  

 
  

 


